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本取引のルール及び概要 

 

１．～２.（１）  現行通り 

 

（２）レバレッジ取引 

レバレッジ取引は販売所取引（店頭取引）となりますが、…省略… 

なお、当社は、販売所取引（店頭取引）における現物取引及びレバレッジ取引に

関して、価格変動リスクを軽減するために、カバー取引を行っております。当社の

判断での下記のカバー先（暗号資産の流動性供給者）との取引となります。 

・B2C2 OTC Ltd. 

 ：英国 FCA (The Financial Conduct Authority) 

・B2C2 Overseas Ltd. 

：英領ケイマン諸島 CIMA（Cayman Islands Monetary Authority） 

・LMAX Digital Broker Limited 

：英領ジブラルタル FSC (The Gibraltar Financial Services Commission) 

・LMAX  New Zealand Ltd 

 ：ニュージーランドFMA（Financial Market Authority） 

・Reliz Ltd. 

 ：英領ケイマン諸島 CIMA（Cayman Islands Monetary Authority） 

 

３．～８（２）  現行通り 

 

（３）＜暗号資産積立サービスについて＞ 

 当社では、お客さまが指定した金額で暗号資産を定期的に自動購入（現物の買い
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付け）出来るサービスを取扱っています。当該サービスの詳細は以下のとおりで

す。 

 

図表省略 

 

※当該積立サービスに関する注意事項 

注1：本暗号示資産取引説明書にある諸条件により口座にお預かりしている円貨を

出金出来ない状況にある場合は積立の注文は実施されません。 

注2：積立された暗号資産はお預かりしている他の暗号資産との区別はしませんの

で、随時出庫、売却等出来ます。 

注3：本暗号資産取引説明書の他、各種約款の内容更新に同意されてない場合は積

立注文は実施されません。 

注4：上記、サービスの詳細に記載の無い事項については、本暗号資産取引説明書

に記載の事項に従うものとします。 

 

以下省略 

 

９．～１８（３）  現行通り 

 

（４）ステーキングに伴う手数料 

 ステーキングとは、ブロックチェーンの安定稼働に貢献することの対価として報

酬を受け取ることができる仕組みであり、当社が受領するステーキング報酬に基づ

き、お客様のステーキング対象銘柄（以下「対象銘柄」といいます。）の口座残高に

応じて算出し、定期的にお客様の口座に報酬として暗号資産を付与するものです。そ
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の際、配分する報酬に対して一定の手数料を差し引かせていただきます。当該サービ

スはお客様のお申し込みは不要であり、対象銘柄を保有する全てのお客様を対象と

いたします。 

 対象銘柄は当社の任意により決定します。又、報酬額算定対象期間、報酬付与方法、

報酬付与日、配分ステーキング報酬に対する手数料率、報酬の単位などは銘柄ごとに

設定し、これらの詳細は当社ホームページなどにて掲載します。 

 取扱い中の対象銘柄及びステーキングサービスは当社の判断で停止、又は終了す

ることがございますのであらかじめご了承ください。 

 

ステーキング取扱い銘柄 手数料率 

ADA（カルダノ） 配分ステーキング報酬の 25% 

 

１９．～２４  現行通り 

 

 

（2022年 10月 1日現在） 
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2022年 8月 17日現在） 

 

 


